○請負者施工成績評定要領
平成１９年４月１日適用
最終改正
令和６年４月１日施行
請負者施工成績評定要領
（趣旨）
第１　この要領は、市営建設工事の請負者に係る施工成績の評定に関し、必要な事項を定めるものとする。
（対象工事）
第２　施工成績の評定（以下「評定」という。）を行う工事は、花巻市営建設工事競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成１８年花巻市告示第９号）第２条に規定する「市営建設工事」のうち、完成検査時点の請負金額が１３０万円以上の工事とする。ただし、既設浄化槽の解体等を伴わない１０人槽以下の浄化槽設置工事、桝取出工事を除く。
（評定者及び評定の時期）
第３　評定は、当該工事の監督員が所属する課長又は課長の任命した者（以下「課長」という。）、監督員及び検査員の３者がこれに当たるものとし、課長及び監督員にあっては工事の完成時に、検査員にあっては完成検査を終了した時点で行うものとする。
（評定の方法）
第４　評定は、工事ごとに独立して公正かつ公平に行うものとする。
２　評定は、土木工事請負者施工成績調書、建築・設備工事等請負者施工成績調書、土木工事請負者施工成績調書（２５０万円未満）、建築・設備工事等請負者施工成績調書（２５０万円未満）及び上記調書の細目別評定点採点表により行うものとする。
３　検査員による評定で、出来形及び出来ばえは、主たる工種について評定するものとする。
（評定点の活用等）
第５　市長は、評定を行った場合においては、その評定点を当該工事の請負者（以下「請負者」という。）に対して請負者施工成績評定通知書（様式第１）により通知するものとする。
２　市長は、前項の規定により通知を行った場合は、通知の写しを契約担当課において、閲覧により公表するものとする。公表期間は、公表後１年間とする。
３　第４第２項による当該工事の評定点は、市営建設工事請負資格審査の等級別の格付けに係る主観的事項の審査項目として評点化するものとする。
（評定の修正）
第６　市長は、第５の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
２　市長は、前項の修正を行ったときは、速やかにその結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
３　前項の通知を行った場合の公表については、第５第２項の規定を準用する。
（説明請求等）
第７　第５又は第６による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日（休日を含む。）以内に、請負者施工成績評定通知に関する説明要求書（様式第２）により市長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
２　市長は、前項による説明を求められたときは、請負者施工成績評定に係る説明書（様式第３）により回答するものとする。
３　市長は、前項の規定により回答を行った場合においては、請負者の提出した書面及び回答を行った書面を、財務部契約管財課において閲覧により公表するものとする。公表期間は、公表後１年間とする。
（請負者施工成績評定審査委員会）
[bookmark: _GoBack]第８　請負者から、評定点に関する再説明の申請に対し、当該評定内容の審議を行う機関を設置することとし、設置の詳細については、別途定める。
（再説明請求等）
第９　第７第２項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して１４日（休日を含む。）以内に、請負者施工成績評定通知に関する再説明要求書（様式第４）により市長に対して再説明を求めることができる。
２　市長は、前項による再説明を求められたときは、請負者施工成績評定審査委員会の審議を経て、請負者施工成績評定に係る再説明書（様式第５）により回答するものとする。
　（補則）
第１０　この要領で定めるもののほか、この要領を施行する上で必要な書類等の様式その他の事項は、別に定める。
附　則
この要領は、平成１９年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、平成２１年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、平成２２年２月２４日から適用する。
附　則
この要領は、平成２２年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、平成２３年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、平成２５年４月４日から適用する。
附　則
この要領は、平成２６年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、平成２６年７月１０日から適用する。
附　則
この要領は、平成２７年４月２７日から適用する。
附　則
この要領は、令和６年４月１日から施行する。



[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1]様式第１（第５関係）　　　　　　　　　　　　
　　花　　第　　号
　　　　年　　月　　日

　請　負　者　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花巻市長　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
請負者施工成績評定通知書
　
貴社が受注した工事について、請負者施工成績評定要領第５の規定に基づき評定した結果を通知します。
　評定の結果に疑義があるときは、同要領第７の規定により、この通知を受けた日から起算して
１４日（休日を含む。）以内に説明を求めることができます。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工事番号　　　　　　　第○○○号

２　工事名　　　　　　　　〇〇工事　　

３　工　期　　　　　　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

４　完成検査年月日　　　　　　年　　月　　日

５　成績評定　
　　　　評定点　　　　　　　　　　　　点　　項目別評定点は、別紙のとおり
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[bookmark: OLE_LINK4]様式第２（第７関係）　	
　　年　　月　　日


　花巻市長　　　　　　　　　様

請負者　　　　　　　　　　　　　


請負者施工成績評定通知に関する説明要求書

　請負者施工成績評定要領第７の規定に基づき、下記のとおり説明を要求します。

記
　申立て内容












※　送付している請負者施工成績評定通知書（様式第１）及び項目別評定点（別紙）の写しを添付してください。


様式第３（第７関係）　　　　　　　　　
花　　第　　号
　　　　年　　月　　日

請　負　者　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花巻市長　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
請負者施工成績評定に係る説明書（回答）　　　

　　　　　年　　月　　日付けで貴社から説明を求められました評定内容について、請負者施工成績評定要領第７の規定により下記のとおり回答します。
　回答結果に対し、異議があるときは、同要領第９の規定により、この通知を受けた日から起算して１４日（休日を含む。）以内に説明を求めることができます。
　
記

１　工事名　　

２　申立てに対する回答



様式第４（第９関係）　　　　　　　　　　　　　	
　　年　　月　　日


花巻市長　　　　　　　　　様

請負者　　　　　　　　　　　　　

請負者施工成績評定通知に関する再説明要求書

　請負者施工成績評定要領第９の規定により、下記のとおり、再説明を要求します。

記

　申立て内容




※　送付している請負者施工成績評定に係る説明書（回答）（様式第３）の写しを添付してください。





様式第５（第９関係）　　　　　　　　　　　　
花　　第　　号
　　　　年　　月　　日

　請負者　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花巻市長　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
請負者施工成績評定に係る再説明書（回答）

　　　　年　月　日付けで貴社から再説明を求められました評定内容について、請負者施工成績評定要領第９の規定により下記のとおり回答します。
　

記

１　工事名　　　　　　　　〇〇工事

２　申立てに対する回答
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1. 施工体制 Ⅰ. 施工体制一般 2.6 / 3.2点

Ⅱ. 配置技術者 2.6 / 3.8点

2. 施工状況 Ⅰ. 施工管理 9.1 / 11.7点

Ⅱ. 工程管理 6.9 / 9.3点

Ⅲ. 安全対策 6.9 / 10.7点

Ⅳ. 対外関係 2.6 / 3.4点

3. 出来形及び出来ばえ Ⅰ. 出来形 9.1 / 13.9点

Ⅱ. 品質 9.1 / 15.9点

Ⅲ. 出来ばえ 6.5 / 8.5点

4. 技術力（加点のみ） 2.6 / 7.8点

5. 創意工夫（加点のみ） 2.6 / 5.4点

6. 社会性等（加点のみ） 4.4 / 6.4点

7. 法令遵守等（減点のみ）

65 / 100点

別紙

評定点/満点

評定点合計

項目別評定点

技術力



細別 評価項目

地域への貢献度


